
  
R7当初

※参考
R６.１１補正

【財源】 諸収入

繰入金 452,404 雑入

1
 中小企業制度融資等
事業費

34,525,266 34,525,266 0 40,751,393 ▲ 6,226,127

34,061,685

 463,581

2
 企業立地促進資金等
融資事業費

1,274,303 1,274,303 0 1,324,633 ▲ 50,330

935,885

121,022

217,396

0

14,610

6,000

30,184
190,339

0
0
0
3

3,132
208,136

0

4  一般会計繰出金 86,617 86,617 0 48,207 38,410

【財源】　諸収入 35,960,830 繰越金

繰入金 480,045 雑入

事　　業　　名
合計
(a)

Ｒ６当初＋
Ｒ５.１１補＋
R５.２補(初日）

(b)

比　較
(a)-(b)

備　　考

中小企業制度融資等
特別会計

36,338,590 36,338,590 0

特別会計合計 37,179,484 37,179,484 0 43,553,874 ▲ 6,374,390

▲ 6,377,92442,716,514
35,799,569

86,617

①中小企業制度融資貸付金
  （融資枠：50,000,000）
②まち・ひと・しごと創生資金貸付金
　（融資枠：2,000,000）

①企業立地促進資金貸付金
  （融資枠：10,000,000）
②ソフト産業等立地促進資金貸付金
  （融資枠：1,000,000）
③中小企業育成振興資金貸付金
  （融資枠：2,000,000）
④企業立地促進資金損失補償金
  債務負担行為：108,000（R8～R17年度）

①セーフティーネット資金（新型コロナ対応枠）
   保証料補給金
②創業者向け小口資金保証料補給金
  債務負担行為：10,000（R8年度）
③信用保証協会保証料補給金
④中小企業制度融資保証料補給金（県コロナ）
⑤中小企業制度融資利子補給金（国コロナ）
⑥中小企業制度融資利子補給金（県コロナ）
⑦中小企業制度融資利子補給金（R2災害）
⑧中小企業制度融資利子補給金（R3災害）
⑨中小企業制度融資利子補給金（R6災害）

651,992

86,617

592,281 ▲ 139,877

⑩中小企業制度融資損失補償金
  債務負担行為：5,000,000（R8～R25年度）
⑪まち・ひと・しごと創生資金損失補償金
  債務負担行為：600,000（R8～R25年度）

3
 中小企業制度融資等

事務費
452,404 452,404 0
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Ⅵ　関　　係　　資　　料





 
 
 
   「人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根」の実現に向けて、地域の産業を支える人材の 

確保・育成・定着を進めるため、「島根創生計画」を踏まえ、取り組む事業を体系的にとりまとめて策定 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１１．．若若者者のの県県内内就就職職のの促促進進
(1)学校と地域の協働による人づくり
・学校と地域の連携、協働の推進

・地域資源を活用した特色ある教育の推進

・島根を愛する多様な人づくり

・高大連携の推進

・県内高等教育機関での人づくり

(2)高校生･専修学校生･大学生等の県内就職の促進
・県内企業を知る機会の創出

・インターンシップ・仕事体験等の促進

・大学等と県内企業との交流拡大

・県内への就職活動の負担軽減

・保護者に向けた県内企業の魅力発信

(3)企業の採用力の強化
・企業の採用力向上に向けた支援

・インターンシップ、仕事体験等の実施の支援

２２．．多多様様なな就就業業のの支支援援
(1)女性の就業支援
・女性の多様な働き方の支援

(2)高齢者、障がい者、若年無業者等の就業支援
・高齢者の地域での活躍促進

・障がい者が活躍できる就労の促進

・若年無業者等に対する就業支援

(3)社会人のＵＩターン人材の確保や専門人材・

外国人材の活用

・Ｕターン・Ｉターンの促進、専門人材の活用支援

・外国人を雇用する事業者等への支援

３３．．魅魅力力ああるる働働ききややすすいい職職場場づづくくりり
(1)魅力ある職場環境の整備と人材の定着支援
・魅力ある職場づくりに取り組む企業等への支援

・人材育成等の支援

・多様な働き方を選択、実現できる職場づくりの支援

・労働者への相談対応

(2)在職者の新たな学びとスキルアップへの支援
・研修等機会の充実

・技能の振興

４４．．地地域域のの産産業業をを支支ええるる人人材材のの育育成成
(1)若者の職業能力開発等（キャリア教育支援）
・教育機関でのキャリア教育・人材育成

・職業能力開発施設における職業訓練

・高等技術校等を活用した職業、技術教育の実施

・技能の習得促進

・次世代の産業人材の育成

(2)求職者の職業能力開発を通じた就職促進
・高等技術校等における離転職者向け職業訓練の実施

(3)障がい者の職業能力開発
・ニーズに合わせた高等技術校等の訓練の実施

(4)デジタル人材の育成

・将来を担うIT人材の段階的な育成

・県外IT人材の県内転職の促進

・デジタル利活用人材の育成

(5)地域の伝統や人々の暮らしを支える技能・技術の

継承
・次代の担い手確保に向けた島根の職人育成

・職人技の魅力発信

施 策 の 方 向 性

島根県雇用対策計画〈R7～R11年度〉の概要  

１．計画の趣旨 

 

２．背景 

 ・少子高齢化による生産年齢人口減少の一層の深刻化  

・若年者の進学・就職による県外流出 

・県内有効求人倍率は、近年 1.4～1.5倍程度で推移 

・新卒者の就職後 3年以内の離職率は、3割を超える水準で推移 

・県内の実質賃金は減少傾向にあり、また、都市部との格差が拡大している 

３．課題 

 
・第一期島根県雇用対策計画（R2～R6）により、各施策に取り組んできたが、 

人口減少や少子高齢化が進む中で、依然として労働力不足といった構造的課題は継続している 

・人材不足が加速する状況において、人材確保の取組に合わせて、業務の省力化への取組も求められる 

・引き続き、若者の県内就職促進、多様な就業の支援、安心して働ける魅力ある職場づくり等が必要 

４．施策の方向性と主な取組 
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島島根根県県中中小小企企業業・・小小規規模模企企業業振振興興基基本本計計画画（（令令和和７７年年度度～～令令和和1111年年度度））のの概概要要

県県内内のの中中小小企企業業はは、全企業数の99.9％、従業員数の91.3％（令和３年経済センサス）を占め、県県内内のの経経済済とと雇雇用用
のの中中心心的的なな担担いい手手であるとともに、地地域域社社会会をを支支ええ、、県県民民生生活活のの向向上上にに貢貢献献ししてていいるる重重要要なな存存在在

平成27年12月に制定された島島根根県県中中小小企企業業・・小小規規模模企企業業振振興興条条例例に基づき、中小企業・小規模企業に関する施
策の総総合合的的かかつつ計計画画的的なな推推進進をを図図るるたためめ本本計計画画をを策策定定

県では、中小企業・小規模企業を取り巻く環境を踏まえ、次の４４つつのの支支援援のの方方向向性性のもと、企業の自律的な経営の
確立と持続・成長・発展に向けた支援を展開

⑴　 原材料・エネルギー価格高騰、物流2024年問題等の喫緊かつ新たな課題に対応するための、
　 デジタル化等を含めた省力化支援の強化

⑵　 若年者の県外流出を防ぎ、定着を図るための、県内就職の促進

⑶　 親族や従業員の後継者の確保難に対し、第三者承継支援の強化

２２．．島島根根県県中中小小企企業業・・小小規規模模企企業業振振興興基基本本計計画画ののイイメメーージジ図図

近年の中小企業・小規模企業を取り巻く環境は年々目まぐるしく変化するため、当計画では計画期間内で、短短

期期（（11～～22年年程程度度））でで、、「「計計画画期期間間中中のの経経営営環環境境のの変変化化にに対対応応ししたた支支援援ののポポイインントト」」をを追追加加設設定定し、その時々に

合った中中小小企企業業のの課課題題にに柔柔軟軟にに対対応応

３３．．計計画画期期間間中中のの経経営営環環境境のの変変化化にに対対応応ししたた支支援援ののポポイインントト（（令令和和８８年年度度～～））

各施策は、条条例例第第1111条条に掲げら

れた1133のの基基本本方方針針にに整整合合

☆支援する上での配慮事項

・小小規規模模企企業業への対応 ・中中山山間間地地域域・・離離島島地地域域への対応

・官官公公需需の対応

現状と課題 ４つの支援の方向性 支援の方向性ごとの支援施策

（

人口

減少

マーケッ

トの縮小

少子

高齢化

雇用確保難

人手不足

労働

生産性

の低下

利益確保難

賃金の上昇

経営者

の

高齢化

廃業

後継者不在

事

業

者

自

身

業

績

の

悪

化

・

企

業

数

の

減

少

①産業の成長につながる

企業の競争力強化

と生産性向上

②多様な人材の確保･

育成と定着の推進

③地域の持続的な

発展を支える

起業・創業、

事業承継の推進

④地域の強みを活かした

経済の活性化

経営革新 新分野進出省省力力化化

資金調達 事業継続

研究・開発 技術革新

知的財産 産学官連携

県外展開 県内取引 海外展開

多様な就業の支援

魅力ある働きやすい職場づくり

産業人材の育成

事事業業承承継継支支援援 起業・創業支援

産業集積強化

地域資源活用

観光地域づくり

商業・サービス業支援 企業立地推進

個々の企業支援

面的な産業支援

外国人誘客

経営基盤強化

技術力や研究・開発力の向上

新市場の開拓や販路拡大の推進

経済

情勢の

変化

原材料・

エネルギー

価格の

高騰

技術

革新の

進展

新たな技術

導入の遅れ

価格転嫁

次世代産業分野進出

若若者者のの県県内内就就職職促促進進

外

部

環

境

１１．．令令和和６６年年度度改改定定ののポポイインントト（（直直面面すするる課課題題へへのの対対応応ととししてて考考慮慮すすべべききポポイインントト））

－ 75 －



第２期島根県未来投資促進基本計画概要 

・高度な機械金属加工技術等をもつ製造業の集積を活かし、成長性の高い新事業への参入を後押しするとともに生産性改革を 
 進め、質の高い雇用を創出する。 
・豊富な観光資源や農林水産資源を活かした先進的な取組を支援し、他の産業にも高い経済的波及効果をもたらすよう地域経 
 済の好循環を図る。 

島根県全域 １件当たりの平均１.４億円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を計画期間に３０件創出し、これらの
事業が促進区域で１.２倍の波及効果を与え、促進区域で５０億円の付加価値を創出することを目指す。 
 

計画同意の日から「令和10年度末日」 

計画期間 

 ・不動産取得税、固定資産税の減免措置の創設 
 ・情報処理の促進のための環境の整備、事業者からの事業環境整備の提案への対応 等 

制度・事業環境の整備 

 （公財）しまね産業振興財団、島根大学、島根県立大学、松江工業高等専門学校、島根県立農林大学校、（公社）島根県観光連盟 等 

地域経済牽引支援機関 

【要件１：地域の特性を活用すること（①～⑩のいずれか）】 
  ①機械金属関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野          
  ②電気・電子関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野 
  ③食品関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野  
  ④木材・住宅関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野    
  ⑤パルプ、繊維、エネルギー関連、資源循環関連製造業等の固有技術を活用した成長ものづくり分野 
  ⑥豊富な農林水産物を活用した農林水産・地域商社分野・流通分野【統合・新設】 
  ⑦情報関連産業の集積を活用したデジタル分野 
  ⑧「ご縁」と「美肌」をキーワードに、島根の魅力ある観光資源を活用した観光分野【統合】 
  ⑨医療・福祉関連製造業の固有技術や高齢者等の健康に関する情報を活用したヘルスケア分野  
  ⑩島根県の恵まれた自然環境やエネルギー賦課量を活用した環境・エネルギー分野【新設】 

【要件２：高い付加価値を創出すること】 
 ・付加価値増加分：３，９１３万円超 

【要件３：いずれかの経済的効果が見込まれること】 
 ●売上げ：８％増加 ●取引額：８％増加 ●雇用者数：１１％もしくは５人増加   
 ●雇用者給与等支給額：１９％もしくは５百万円増加 

第２期島根県未来投資促進基本計画の概要 

 第2期島根県未来投資促進基本計画は、地域未来投資促進法（「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化
に関する法律」（平成19年法律第40号））に基づき、本県の特性・強みである「機械金属関連産業」、「電気・電子関連産
業」、「食品関連産業」、「木材・住宅関連産業」、「繊維・資源循環関連製造業等」、「農林水産・運輸産業」、「情報関
連産業」、 「観光関連産業」 「ヘルスケア関連産業」、「環境・エネルギー産業」分野において、成長性の高い新産業への
参入や生産性の向上による付加価値の創出を促し、地域経済への波及効果をもたらす取組を支援するものである。県、関係市
町村、学術機関、経済団体、産業支援機関が一体となり、推進していくための基本的な方向や方策を示している。 
 なお、本計画は、令和5年度に国が策定している「地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針」が改正さ
れことに加え、平成29年度に策定した、島根県未来投資促進基本計画（前計画）の計画期間が令和5年度末に終了したことか
ら、第2期と位置づけ、策定したものである（令和6年4月1日国同意）。 

・以前（H29～R5）の３つ計画（①成長ものづくりほか・②農林水産、③観光）を統合。国の基本的な方針の改正を踏まえ、 
 県が実施するＧＸ・ＤＸ促進支援等の制度・事業環境整備項目を追加。 
 

【
国
】
基 

本 

方 

針 

【都道府県】基本計画 
〇主な内容 
 ・対象となる区域（促進区域） 
 ・経済的効果に対する目標 
 ・地域の特性を活用する分野 
 ・地域経済牽引事業の要件 
 ・事業環境整備の内容 

【民間事業者等】地域経済牽引事業計画 
 〇主な内容 
  ・事業の内容・実施期間 
  ・地域経済牽引事業の要件への適合性 
   ①地域の特性を活用する分野 
   ②付加価値創出額  
   ③地域の事業者に対する経済的効果 

県
が
承
認 

①税制による支援措置 
 国税（法人） 建物等・機械装置 特別償却 ２０～３５％ 又は 税額控除 ２～４％ 
 県税     不動産取得税（土地、建物にかかるもの） 免除 
        固定資産税（構築物にかかるもの） 免除（３年間） 
 市町村税   固定資産税（土地、建物・付属設備にかかるもの） 免除又は不均一課税  
②金融による支援措置 
 金融機関等からの借入れの際に、通常の保証限度額とは別枠で、信用保証協会による保証を受けることができる  
③規制の特例措置 
 農地転用/市街地調整区域の開発許可等の手続きに関する配慮がある 

主な支援 

同 
 

意 

促進区域 経済的効果の目標 

計画のポイント 

地域経済牽引事業の承認要件 

前計画との変更点 
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